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月刊 ＡＥＨＡ通信   2021 年２月号 
◆◆◆ 今月の主な内容 ◆◆◆ 

◇トピックス ： 資格認定試験の受付開始！ 

◇主な委員会活動等 ： 製品安全委員会等 

◇協会インフォメーション ： 今後の行事予定等 

◇定点観測データ ： 家電リサイクル法対象４品目引取実績等 

◇溜池ボイス ：「建国記念日」とは 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■□■ トピックス ■□■ 
◆家電製品アドバイザー・同エンジニア、スマートマスター資格認定試験 

  先月ＡＥＨＡ通信１月号で 2021 年３月開催予定の資格認定試験概要についてご案内しておりますが、
２月１日から受験申請の受付を開始いたしました。また、今回より資格更新申請の受付についても同時
に開始いたしましたので、改めてご案内いたします。 
なお、会員の皆様方のお手元には、１月中旬ごろに試験案内リーフレットとポスターをお送りしてお

りますが、多数の方に受験いただけますよう、従業員の皆様へのご案内をお願い申し上げます。 
 
≪2021年３月第 40回（第２回ＣＢＴ方式）試験実施要領≫ 
１．試験実施期間  ：2021年３月１日(月)  ～ ３月14日(日) 
２．受験申請受付期間：2021年２月１日(月)10時～ ２月22日(月)23時59分 
   締切日（時間）以降の申請は一切受け付けることができません。予めご了承ください。 

３．対象の認定試験 
   （１）家電製品アドバイザー、家電製品エンジニア 

およびこれらに関連するエグゼクティブ・チャレンジ 
  （２）スマートマスター 
４．試験会場：全国のＣＢＴ専用試験会場 全都道府県 約280箇所 
５．受験申請の方法 

家電製品協会認定センターのホームページより、インターネットで申請を受け付けます。 

詳しくは認定センターの受験案内 
https://www.aeha.or.jp/nintei-center/procedure/examination/ にてご確認ください。 

 
注) 上記１～５は感染症の動向などにより、変更することがありますので予めご了承ください。 
 

                               2021 年２月４日 

https://www.aeha.or.jp/nintei-center/procedure/examination/
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６．試験科目 
（１）家電製品アドバイザーの試験科目は「ＡＶ情報家電」、「生活家電」の両資格区分ともに 

「商品知識と取扱い」と「ＣＳと関連法規」 
（２）家電製品エンジニアの試験科目は、「ＡＶ情報家電」、「生活家電」の両資格区分ともに 

「基礎技術」と「応用技術」 
（３）スマートマスターの試験科目は「スマートハウスの基礎」、「スマートハウスを支える機器・ 

 技術の基礎」 
※試験案内リーフレット https://www.aeha.or.jp/nintei-center/uploads/40th_reaf.pdf 

 
≪資格更新 実施概要≫ 
１．更新対象者 

    現在保有されている資格の有効期限が 2021年４月 30日の方 

２．更新申請受付期間 

2021年２月１日（月）～４月 30日（金） 

３．資格更新申請の方法 

家電製品協会認定センターのホームページより、インターネットで申請を受け付けます。 

詳しくは認定センターの資格更新手続き 

https://www.aeha.or.jp/nintei-center/procedure/renewal/ にてご確認ください。 

 

■□■主な委員会活動等■□■ 
＜消費者部関連＞ 

◆製品安全委員会 

本委員会は、製品ライフサイクル全般にわたる製品安全確保の取り組み、個社では解決の難しい共通課題

についての調査・研究、並びに施策の実施を目的として活動を行っています。 

○第４回 製品安全委員会運営会議（１月 15日） 
１．電磁波に関する各工業会への説明会の実施結果と今後の対応について 

２．電気用品安全法の型式区分合理化実現に向けた活動について 

３．電動車ＡＣ100Ｖ電源検討ＷＧ活動状況について  

４．2021 年度製品安全委員会活動計画について 

５．ＮＩＴＥとの意見交換会について 

○第７回 電動車ＡＣ100Ｖ電源検討ＷＧ（１月 15日） 
1．自工会ＨＰでの啓発内容への追加、修正事項について 
２．災害時における家電機器への給電のリスクに関する意見書の取り纏めについて 
３．今後の進め方について 

○第３回「ＩｏＴ化等が考えられる電気用品等機器に係る製品安全の確
保の在り方に関する検討会及びＷＧ」(１月 18、28日） 

          昨年度に続き、製品安全委員会より委員を派遣しています。各ユースケースに対するリスクシナ

リオの検討を深め、その結果を踏まえ、ＩｏＴ化等が考えられる電気用品等製品に係る「製品安全

の確保対策ガイドライン （仮称） 」 について検討を行っています 。 

○ＮＩＴＥとの意見交換会（１月 21日） 
ＮＩＴＥからの要請を受け、製品安全分野におけるＤＸ推進に関する現状、要望事項について

委員会からのアンケート結果をもとに、事務局にて意見交換を行いました。 

 

◆ＵＤ技術委員会 

本委員会では、ＵＤ関連のＪＩＳ、ＩＳＯ原案作成委員会に委員を派遣し、業界意見の反映を図っています。 

また、ＵＤ関連に取り組む関係機関との意見交換を通じて政策の動向把握と課題発掘に努めています。 

https://www.aeha.or.jp/nintei-center/uploads/40th_reaf.pdf
https://www.aeha.or.jp/nintei-center/procedure/renewal/
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○第７回ＵＤ技術委員会（１月８日） 
１．家製協ガイド「ＩＣＴ機器連携に関するアクセシビリテイ配慮事項」について 

２．JIS S0013「高齢者・障害者配慮設計指針 -消費生活製品の報知音」の改訂について 

３．2021 年度事業計画について 

○ＵＤ技術委員会事前会議（１月 28日） 
１．家製協ガイド「ＩＣＴ機器連携に関するアクセシビリテイ配慮事項」に関する 

課題、今後の進め方について 

２．総務省「障害関連情報共有データベース」の動向について 

３．第８回委員会議事次第と進め方について 

４．2021 年度事業計画について 

○JIS S0013「高齢者･障害者配慮設計指針-消費生活製品の報知音」 
 改正準備委員会（１月 26日） 

１．ＪＩＳ改正原案に対する各工業会からのコメント・意見について 

２．第１回改正原案作成委員会(2/9)の進め方について 

 

＜技術部関連＞ 

◆第 10回 省エネルギー対策委員会（１月 28日） 

2020 年度第 10 回の省エネルギー対策委員会をＷＥＢ会議により、開催いたしました。 

主な議題は以下のとおりです。 

１． 前回議事メモ案の確認 

２． 総合資源エネルギー調査会・省エネルギー・新エネルギー分科会・省エネルギー小委員会及び 

傘下のワーキンググループにおける審議内容の確認 

３． 省エネ家電温暖化防止啓発ＷＧ等の活動報告 

４． 2020 年度事業計画実績及び 2021 年度事業計画の確認 

○第 10回 省エネ家電温暖化防止啓発ＷＧ（１月 18日） 

2020 年度第 10 回の省エネ家電温暖化防止啓発ＷＧをＷＥＢ会議により、開催いたしました。 

主な議題は以下の通りです。 

１．前回議事メモ案の確認 

２．2020 年 12 月度アクセス状況の確認 

３．次年度版に向けた企画審議 

 

＜環境部関連＞ 

◆第 39回 製品アセスメント委員会（１月 22日） 

主な議題は以下のとおりです。 

１． 前回議事要旨（案）確認 

２． 2020 年度 事業計画の推進状況について 

３． 環境配慮設計関係ホームページ改定の件 

○2020年度第６回 製品アセスメントマニュアル改定ＷＧ（１月 21日） 

主な議題は以下のとおりです。  

１． 前回議事要旨（案）確認  

２． 活動計画の進捗状況について 

○2020年度第６回 リサイクル配慮設計検討ＷＧ（１月 25日） 

主な議題は以下のとおりです。 

１． 前回議事要旨（案）確認 

２． 活動計画の進捗状況について 
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◆家電リサイクル委員会 

○第４回 2020 年度版家電リサイクル年次報告書作成ＷＧ（１月 27 日） 

主な議題は以下のとおりです。 

１．データ収集状況について 

２．スケジュール・その他 

○第４回 2020 年度普及広報ＷＧ（１月 27 日） 

主な議題は以下のとおりです。 

１．新コンテンツ案の検討（キーワード状況調査） 

２．スケジュール・その他 

 

＜流通部関連＞ 

◆第 343 回 流通ＥＤＩ標準化推進委員会（１月 20 日） 

主な議題は以下のとおりです。 

１．前回議事録（案）確認  

２．ＮＴＴ－ＰＣダイヤルアップサービス停止に伴う各社対応状況 

３．啓発・ＰＲ関連及び商品情報検討ＷＧ活動報告 

４．その他情報交換（流通企業の動向等） 

 

＜ＲＫＣ関連＞ 

◆第７回 ＳＹワーキング（１月 19日） 

主な検討、報告事項は以下のとおりです。 

１．指定引取場所の業務削減・効率化 

（１）テレビ対象・対象外のＳＹ対応について 

（２）券チェック簡素化トライアルの結果報告 

（３）マルチエアコンの引取りに関するＱ＆Ａ 

２．指定引取場所の利便性向上 

（１）新券の導入について 

（２）2021 年度版 合本デザインについて 

３．指定引取場所の業務品質向上 

（１）入力ミス削減の取組み、他 

４．その他（取扱店違算申し立ての申請期限、2021 年度ワーキング日程、他） 

 

＜認定センター関連＞ 

◆第 40回（第２回 CBT方式）試験 試験問題検討ワーキング 

１．家電製品アドバイザー、同エンジニアの試験問題（ドキュメンテーション部会） 
試験科目毎に随時 WG を実施し、試験問題の検討を行いました。 

(１）家電製品アドバイザーＡＶ情報家電ＷＧ 

(２）家電製品アドバイザー生活家電ＷＧ 

(３）家電製品アドバイザーＣＳ法規ＷＧ 

(４）家電製品エンジニアＡＶ情報家電ＷＧ 

(５）家電製品エンジニア生活家電ＷＧ 
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２．スマートマスターの試験問題（スマートマスターＷＧ) 

試験問題検討ＷＧ（12 月 10 日および 12 月 22 日）を行いました。 

 

◆試験問題作成専門部会［第三者委員会］ 

  下記日程にて第 40 回試験問題の審議を行いました。 

(１）家電製品エンジニアＡＶ（１月 13 日） 

(２）家電製品エンジニア生活（１月 14 日） 

(３)家電製品アドバイザー（１月 19 日） 

 

◆スマートマスター専門委員会［第三者委員会］（１月 21日） 

主な報告、審議事項は以下のとおりです。 

１．第 40 回（第２回ＣＢＴ方式）試験計画概要 

２．試験問題検討の経過および今後の日程 

３．スマートハウスの基礎、スマートハウスを支える機器・技術の基礎の試験問題審議 

 

◆１月度 情報発信・教育部会（１月 25日） 

今後の試験問題作成やスマートマスター参考書作成の活動スケジュールならびに、今後の情報収集ポイン

トなどについて審議しました。 

  １．第１部 

(１）第 40 回（第２回ＣＢＴ方式）試験 計画概要 

(２）アドバイザー／エンジニア 第 40 回ＣＢＴ方式試験問題作成スケジュール 

(３）スマートマスター 参考書作成スケジュール 

(４）スマートマスター 参考書執筆方針と執筆・編集のポイント 

  ２．第２部 

(１）１月情報収集状況 

(２）１月掲載 「マイスタディ講座 ここが要点」 

 

◆資格審査委員会［第三者委員会］（１月 26日） 

外部の有識者（委員）出席のもと、専門的側面から第 40 回試験問題に関する審議を実施しました。 

主な報告、審議事項は以下のとおりです。 

１．事務局からの報告事項 

２．第 40 回試験問題に関する審議 

(１） アドバイザーＡＶ情報家電 

(２） アドバイザー生活家電 

(３） アドバイザーＣＳと関連法規 

(４） エンジニアＡＶ情報家電 

(５） エンジニア生活家電 

(６） スマートマスター（専門委員会の審議結果報告） 
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■□■協会インフォメーション■□■ 
◆今後の行事予定 

 

 

 

■□■ 定点観測データ ■□■ 
◆家電リサイクル法対象４品目引取実績（１月度） 

2021 年１月度の４品目の引取実績は、以下のとおりです。   

 

                                  （台数：千台） 

品 目 
当 月 年度累計 

台数 前年比 台数 前年比 

1.エアコン 184 145% 3,503 106% 

2.テレビ 計 333 118% 3.356 118% 

① ブラウン管式 63 88% 831 99% 

② 液晶式・プラズマ式 271 128% 2,525 126% 

3.冷蔵庫・冷凍庫 232 106% 3,175 101% 

4.洗濯機・衣類乾燥機 373 116% 3,769 104% 

合 計 1,122 118% 13,802 107% 

 

（うち指定法人）                        （台数：千台） 

品 目 
当 月 年度累計 

台数 前年比 台数 前年比 

1.エアコン 1 111% 35 109% 

2.テレビ 計 23 139% 213 132% 

① ブラウン管式 5 86% 71 107% 

② 液晶式・プラズマ式 18 166% 142 150% 

3.冷蔵庫・冷凍庫 17 105% 236 96% 

4.洗濯機・衣類乾燥機 8 125% 78 106% 

合 計 49 122% 561 110% 

年 月　日 時　間 行　事 主な議題等 場　所

2月19日(金) 15:00～17:00 第34回運営委員会 理事会、評議員会事前説明等 リモート会議

3月　4日(木) 15:00～17:00 第17回理事会 2021年度事業計画、収支予算等 リモート会議

3月 15日(月) 15:00～16:30 評議員会（書面報告）
報告事項等
（2021年度事業計画等）

書面報告

5月 19日(水) 15:00～17:00 第35回運営委員会 理事会、評議員会事前説明等 家製協 第１･２会議室

16:00～17:15 第18回 理事会 2020年度事業報告・決算報告等 ザ・キャピトルホテル東急

17:30～19:00 第４回家電産業交流会 ザ・キャピトルホテル東急

6月 22日(火) 15:00～16:30 第17回評議員会 2020年度事業報告・決算報告等 家製協 第１･２会議室

2021

6月 3日(木)
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◆家電製品ＰＬセンター相談等受付件数実績（１月） 

家電製品ＰＬセンターは、緊急事態宣言を踏まえ、１月 12 日以降は受付業務を休止しています。そのため、１月

度の相談等受付件数は、47 件に止まり、うち拡大損害事故相談は２件です。 

現在当センター職員は、早期の業務再開を願いつつ、在宅勤務にて相談対応力の向上に取り組んでいます。ご

不便をおかけしますが、ご理解のほどお願い致します。 

尚、詳細は、当センターホームページのインフォメーションを参照願います。 

https://www.aeha.or.jp/plc/houkoku/index.html 

 

◆家電製品国内出荷額の月別･年度別推移データを更新 

2020 年 11 月度実績と年間推移を、協会ホームページに掲載しました。 

https://www.aeha.or.jp/about/pdf/shukkasuii202011.pdf 

 

 

■□■ 溜池ボイス ■□■ 
◆「建国記念日」とは 

 

今月は「建国記念日」があります。文字通り「建国を記念」する祝日ですが、建国の定義は

それぞれの国で異なり、何をもって建国とするかは様々です。一般には「独立記念日」が多い

ですが、「憲法記念日」や「革命記念日」などの場合も見られます。16 世紀以降、列強と植民

地の関係が存在したため、20 世紀に展開した独立運動の結果に勝ち得た日をもって「建国

記念日」としている国が多いですが、列強の代表格であった英国など、そもそも「建国記念

日」がない国家もあります。 

 

日本の建国については以前もお話したとおり、古事記や日本書紀の神話をもとに定めており、初代天皇とされる

神武天皇の即位日（紀元前 660 年 1 月 1 日）を指します。当時は旧暦ですので、明治期に新暦（グレゴリオ暦）に換

算し 2 月 11 日が祝日となりました。つまり、今年西暦 2021 年は日本建国 2681 年にあたります。  

 

旧植民地であったアジアの殆どは第二次世界大戦後に独立（建国）しましたが、カザフスタン、ウズベキスタン、キ

ルギスタンなど旧ソビエト連邦構成国は、ソ連邦崩壊の 1991 年に建国としています。面白いのは革命の当事者で

あるロシアでさえも、1991 年６月 12 日を「ソビエト連邦より独立」した「主権宣言記念日」と制定しています。 

 

また、韓国（大韓民国）は独立した日を建国とする「光復節」の他、「開天節」という朝鮮の民族神話上の建国（紀

元前 2333 年 10 月３日）を記念日とする２つの記念日が存在しますが、古い方が新しい方より後年（1949 年）に制

定されているのが興味深いです。では、中国の建国はいつでしょう？ 

 

黄河文明で知られる中国大陸の歴史は古く、伝説の王朝「夏」（BC21～

BC17）や「殷（商）」（BC17～BC11）などが存在したと言われています。では、

やはり「中国 4000 年」なんだと思うかもしれませんが、「中国」＝「中華人民共

和国」の建国は毛沢東が天安門で建国宣言をした日（1949 年 10 月１日）で、

今年で「建国 72 年」。「中国 4000 年」とはあくまで China の地理的歴史であ

り、国家としては王朝が変わる毎に変わったため、日本のような万世一系の

ものではありません。したがって、最新の国家「中華人民共和国」は、72 年が

建国の歴史となります。 

 

 

 

 

https://www.aeha.or.jp/plc/houkoku/index.html
https://www.aeha.or.jp/about/pdf/shukkasuii202011.pdf
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